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１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ △ 有

4 社外取締役 ○ ○ 新任 有

5 社外監査役 ○ △ 新任 有

6 社外監査役 ○ △ 　 有

7 社外監査役 ○ ○ ○ 有

8 社外監査役 ○ △ 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

独立役員届出書の
提出理由

・第177期定時株主総会（本年６月26日開催予定）終結の時をもって、独立役
員である社外監査役河上守氏が退任する予定であるため。
・第177期定時株主総会において選任議案として付議される社外役員候補者
（菊池節氏及び広瀬匡志氏）を新たに独立役員として指定するため。

番号 氏名
社外取締役／
社外監査役

独立役員
役員の属性（※２・３）

独 立 役 員 届 出 書

会社名 京成電鉄株式会社 コード 9009

提出日 2020/5/28 異動（予定）日 2020/6/26

松山　保臣

上西　京一郎

小林　健

異動内容
本人の
同意

古川　康信

栃木　庄太郎

伊藤　幸宏

広瀬　匡志

社外取締役の栃木庄太郎氏は、検察官として福岡高等検察庁検事長等の要職を歴任
後、現在は弁護士として活躍されております。同氏及び同氏の所属する団体に対し
て、当社が金銭その他の財産を支払っている事実はありません。従って、同氏は当社
との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れは
ないと判断し、同氏を独立役員として指定いたしております。

社外取締役の伊藤幸宏氏は、当社の資金借入先である株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の出身者であります。

伊藤幸宏氏は、当社の資金借入先である株式会社三菱ＵＦＪ銀行の出身者であります
が、当社は、同行からの借入金が当社の意思決定に影響を及ぼすことがないと認識し
ております。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を有するものではなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定いたして
おります。

番号 該当状況についての説明（※４） 選任の理由（※５）

社外取締役の古川康信氏は、ＥＹ新日本有限責任監査法人の出身者でありますが、同
氏及び同団体に対して、当社が取締役報酬以外に金銭その他の財産を支払っている事
実はありません。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を有するものではな
く、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定い
たしております。

社外監査役の上西京一郎氏は、当社の取引先である株式会社オリエンタ
ルランドの取締役社長兼ＣＯＯであります。また、当社相談役である花
田力が同社の社外取締役に就任しております。

上西京一郎氏は、当社の取引先である株式会社オリエンタルランドの取締役社長兼Ｃ
ＯＯでありますが、当事業年度における当社と同社との取引関係は、テーマパークチ
ケットの購入といった一般消費者と同様の取引等に限られ、当該取引額は当社及び同
社双方の売上高の１％未満と僅少です。なお、当社は同社と同一の事業の部類に属す
る取引 （土地建物の売買及び賃貸業）を行っておりますが、同社の主要な事業は
テーマパークの経営・運営であるため、当社と同社との間に競業関係はありません。
また、当社相談役の花田力が同社の社外取締役に就任しておりますが、同氏は当社の
経営・業務執行には直接関与していないため当社経営陣との間に特別の利害関係を有
するものではなく、経営者としての経験に基づき選任されているにすぎません。従っ
て、上西氏は当社との間に特別の利害関係を有するものではなく、一般株主と利益相
反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定いたしております。

社外監査役の小林健氏は、当社の資金借入先である株式会社日本政策投
資銀行の出身者であります。

小林健氏は、当社の資金借入先である株式会社日本政策投資銀行の出身者であります
が、2014年6月に退任しております。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を
有するものではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立
役員として指定いたしております。

菊池節氏は、当社の取引先である京葉瓦斯株式会社の取締役会長であり
ます。

菊池節氏は、当社の取引先である京葉瓦斯株式会社の取締役会長でありますが、当事
業年度における取引額は当社及び同社双方の売上高の１％未満と僅少です。なお、当
社は同社と同一の事業の部類に属する取引 （土地建物の売買及び賃貸業）を行って
おりますが、同社の主要な事業はガス・熱・電気の供給であるため、当社と同社との
間に競業関係はありません。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を有するも
のではなく、一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員とし
て指定いたしております。

広瀬匡志氏は、当社の資金借入先である三井住友信託銀行株式会社の出
身者であります。

広瀬匡志氏は、当社の資金借入先である三井住友信託銀行株式会社の出身者でありま
すが、当社は、同行からの借入金が当社の意思決定に影響を及ぼすことがないと認識
しております。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を有するものではなく、
一般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定いたし
ております。

社外監査役の松山保臣氏は、当社の資金借入先である日本生命保険相互
会社の出身者であります。

松山保臣氏は、当社の資金借入先である日本生命保険相互会社の出身者であります
が、当社は、同社からの借入金が当社の意思決定に影響を及ぼすことがないと認識し
ております。従って、同氏は当社との間に特別の利害関係を有するものではなく、一
般株主と利益相反が生じる恐れはないと判断し、同氏を独立役員として指定いたして
おります。

菊池　節

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）


	2020（提出版）

